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「建物管理規準」は、「建築管理規準」と「設備管理規準」で構成される。 

「建築管理規準」は、図に示すとおり、 

「1．建築点検規準」 

「2．建築点検診断規準」 

「3．建築補修規準」 

「4．建築清掃規準」 

の 4 規準で構成される。 

 

建物管理規準 

建築管理規準 設備管理規準 

 １．建築点検規準 

 ２．建築点検診断規準 

 ３．建築補修規準 

 ４．建築清掃規準 

 １．設備点検規準 

 ２．設備点検診断規準 

   

建物管理のためのガイドライン 


